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町内の皆さまへ 
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茶屋新田地区 町名・町界の整理について（お知らせ） 

 
皆さま方には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 さて、茶屋新田土地区画整理事業の換地処分に伴う、事業地区内とその周辺地

区の町名・町界の整理につきまして、地元案として下記のとおり決定し、進めて

まいりたいと考えておりますので、ご理解をお願いします。 
 
記 

 

１ 町名・町界整理（案） （裏面をご覧ください。） 
・町の新設は行いません。 
・町の区域は、土地区画整理事業により変更された道路境界に合わせて変更し

ています。 
・国道 302 号（環状２号線）等の南陽町の区域を、隣接する大西一丁目、大西

三丁目に編入しています。 
 
２ 実施時期 
  令和９年秋頃の土地区画整理事業の換地処分にあわせて実施する予定です。 
 
３ その他 
  土地区画整理事業施行区域内は、換地処分により土地の地番が変わります

ので、町名の変更が無い場合でも、住所及び本籍が変更になります。 
 
 
 
 
 
※町名、町界整理（案）についてのご意見がございましたら、令和７年６月末

日までに町内会長（区政協力委員）までご連絡ください。 

※土地区画整理事業についてご不明な点がございましたら、名古屋市茶屋新田

土地区画整理組合（℡０５２－６１８－７７３２）までお尋ねください。 
※住所変更等の手続きについてご不明な点がございましたら、名古屋市スポー

ツ市民局地域振興部住民課（℡０５２‐９７２‐３１７８）までお尋ねくだ

さい。 
  

住所表記例 
（現在）  名古屋市港区東茶屋一丁目〇〇〇番地 
（実施後） 名古屋市港区東茶屋一丁目△△△番地 ※ 番地が変わります 



                  
【町名・町界整理前】                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【町名・町界整理後（案）】                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   茶屋新田土地区画整理事業施行区域（地番変更により住所・本籍が変更に

なる区域） 
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